
 

通行止め 位置図及び迂回路図 

【①安田ＩＣ～西会津ＩＣ間（上下線）】夜間通行止めを実施する場合 

 

 

 

 

 

 

【通行止め区間及び迂回路図】 

・通行止め時間帯は、一般国道４９号への迂回をお願いします。 

・西会津ＩＣ～安田ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約４０分（距離約４５km）ですが、一般

国道４９号を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約６０分（距離約５３km）かかります。 

 

 

 

 

【通行止め日時】 

①平成２９年１０月１０日（火）～１０月１３日（金）及び１０月１６日（月）の５夜間  

２０時００分～翌６時００分 

【予備日】 

①平成２９年１０月１７日（火）～１０月２０日（金） ２０時００分～翌６時００分 

※阿賀野川ＳＡは１９時００分に閉鎖します。上川ＰＡ、西会津ＰＡは２０時００分に閉鎖します。 

通行止め区間 

① 西会津ＩＣ～安田ＩＣ 
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【通行止めに伴う乗継料金調整について】 

 通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行区間を迂回して再度同一方向に乗り継がれるお客さまには、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調整」をします。 

 ◆乗継料金調整のご利用方法 

  ≪ＥＴＣのお客さま≫ 

   ○同一のＥＴＣカードをご利用のうえ、流出ＩＣ及び再流入ＩＣともＥＴＣレーンを通行（無線走行）してください。 

   ○乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用されます。 

    なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

  ≪現金等のお客さま≫ 

   ○流出ＩＣで「高速道路通行止め乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで受け取った「通行券」とともに、乗り継ぎ後の最初に料金を支払う料金所で係員にお渡しくださ

い。 

    なお、料金精算機の場合は、「高速道路通行止め乗継証明書」を「通行券」より先に精算機にお入れください。 

 

 乗継料金調整が行われるＩＣ（流出ＩＣ、再流入ＩＣ）は下記のとおりです。 

 

乗継ＩＣ案内一覧表 

通行止め予定日及び区間 通行止めに伴う乗継料金調整ＩＣ 

実施日時 工事通行止め区間 走行方向 流出ＩＣ 再流入ＩＣ（乗継ＩＣ） 

１０月１０日(火) 

～ 

１０月１３日(金) 

 

１０月１６日(月) 

 

各日 

２０時～翌朝６時 

に実施 

安田ＩＣ 

～ 

西会津ＩＣ 

上り 

福島方面 

磐越道 磐越道 

新津、安田 

西会津、会津坂下、 

新鶴スマート（ＥＴＣのみ利用可） 

会津若松 

下り 

新潟方面 

磐越道 磐越道 北陸道 日東道 

会津坂下、西会津 

安田、新津、 

新津西スマート（ＥＴＣのみ利用可） 

新潟中央 

新潟西 新潟亀田 
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通行止め 位置図及び迂回路図 

【②津川ＩＣ～西会津ＩＣ間（上下線）】夜間通行止めを実施する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通行止め区間及び迂回路図】 

・通行止め時間帯は、一般国道４９号への迂回をお願いします。 

・津川Ｃ～西会津ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約２０分（距離約２２km）ですが、一般

国道４９号を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約４０分（距離約２６km）かかります。 
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【通行止め日時】 

②平成２９年１０月１７日（火）～１０月１８日（水）の２夜間 ２０時００分～翌６時００分 

【予備日】 

②平成２９年１０月１９日（木）～１０月２０日（金） 夜２０時００分～翌６時００分 

※上川ＰＡ、西会津ＰＡは２０時００分に閉鎖します。 

迂回路：国道４９号

通行止め区間

②

津川

西会津



 

 

【通行止めに伴う乗継料金調整について】 

 通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行区間を迂回して再度同一方向に乗り継がれるお客さまには、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調整」をします。 

 ◆乗継料金調整のご利用方法 

  ≪ＥＴＣのお客さま≫ 

   ○同一のＥＴＣカードをご利用のうえ、流出ＩＣ及び再流入ＩＣともＥＴＣレーンを通行（無線走行）してください。 

   ○乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用されます。 

    なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

  ≪現金等のお客さま≫ 

   ○流出ＩＣで「高速道路通行止め乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで受け取った「通行券」とともに、乗り継ぎ後の最初に料金を支払う料金所で係員にお渡しくださ

い。 

    なお、料金精算機の場合は、「高速道路通行止め乗継証明書」を「通行券」より先に精算機にお入れください。 

 

 乗継料金調整が行われるＩＣ（流出ＩＣ、再流入ＩＣ）は下記のとおりです。 

 

 

乗継ＩＣ案内一覧表 

通行止め予定日及び区間 通行止めに伴う乗継料金調整ＩＣ 

実施日時 工事通行止め区間 走行方向 流出ＩＣ 再流入ＩＣ（乗継ＩＣ） 

１０月１７日(火) 

～ 

１０月１８日(水) 

 

各日 

２０時～翌朝６時 

に実施 

津川ＩＣ 

～ 

西会津ＩＣ 

上り 

福島方面 

磐越道 磐越道 

三川、津川 

西会津、会津坂下、 

新鶴スマート（ＥＴＣのみ利用可） 

会津若松 

下り 

新潟方面 

磐越道 磐越道 

会津坂下、西会津 津川、三川、安田 
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通行止め 位置図及び迂回路図 

【③西会津ＩＣ～会津坂下ＩＣ間（上下線）】夜間通行止めを実施する場合 

 

 

 

 

【通行止め区間及び迂回路図】 

・通行止め時間帯は、一般国道４９号への迂回をお願いします。 

・西会津ＩＣ～会津坂下ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約１０分（距離約１１km）ですが、

一般国道４９号を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約２５分（距離約１２km）かかります。 
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【通行止め日時】 

③平成２９年１０月２３日（月）～１０月２６日（木）の４夜間 ２０時００分～翌６時００分 

【予備日】 

③平成２９年１０月２７日（金） 夜２０時００分～翌６時００分 

※西会津ＰＡは２０時００分に閉鎖します。 

通行止め区間 

③ 

迂回路：国道４９号 

会津坂下 IC 

西会津 IC 



 

 

【通行止めに伴う乗継料金調整について】 

 通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行区間を迂回して再度同一方向に乗り継がれるお客さまには、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調整」をします。 

 ◆乗継料金調整のご利用方法 

  ≪ＥＴＣのお客さま≫ 

   ○同一のＥＴＣカードをご利用のうえ、流出ＩＣ及び再流入ＩＣともＥＴＣレーンを通行（無線走行）してください。 

   ○乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用されます。 

    なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

  ≪現金等のお客さま≫ 

   ○流出ＩＣで「高速道路通行止め乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで受け取った「通行券」とともに、乗り継ぎ後の最初に料金を支払う料金所で係員にお渡しくださ

い。 

    なお、料金精算機の場合は、「高速道路通行止め乗継証明書」を「通行券」より先に精算機にお入れください。 

 

 乗継料金調整が行われるＩＣ（流出ＩＣ、再流入ＩＣ）は下記のとおりです。 

 

乗継ＩＣ案内一覧表 

通行止め予定日及び区間 通行止めに伴う乗継料金調整ＩＣ 

実施日時 工事通行止め区間 走行方向 流出ＩＣ 再流入ＩＣ（乗継ＩＣ） 

１０月２３日(月) 

～ 

１０月２６日(木) 

 

各日 

２０時～翌朝６時 

に実施 

西会津ＩＣ 

～ 

会津坂下ＩＣ 

上り 

福島方面 

磐越道 磐越道 

津川、西会津 

会津坂下、 

新鶴スマート（ＥＴＣのみ利用可） 

会津若松、磐梯河東 

下り 

新潟方面 

磐越道 磐越道 

会津若松、 

新鶴スマート（ＥＴＣのみ利用可） 

会津坂下 

西会津、津川、三川 
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通行止め 位置図及び迂回路図 

【④会津坂下ＩＣ～会津若松ＩＣ間（上下線）】夜間通行止めを実施する場合 

 

 

 

 
 

【通行止め区間及び迂回路図】 

・通行止め時間帯は、一般国道４９号への迂回をお願いします。 

・会津坂下ＩＣ～会津若松ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約１５分（距離約１５km）ですが、

一般国道４９号を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約３０分（距離約１８km）かかります。 
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【通行止め日時】 

④平成２９年１０月３０日（月）～１１月１日（水）及び１１月６日（月）～１１月７日（火）の５夜間  

２０時００分～翌６時００分 

【予備日】 

④平成２９年１１月８日（水）～１１月９日（木） ２０時００分～翌６時００分 

※新鶴ＰＡは２０時００分に閉鎖します。 

通行止め区間 

④ 
会津坂下 IC 

会津若松 IC 
迂回路：国道４９号 



 

【通行止めに伴う乗継料金調整について】 

 通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行区間を迂回して再度同一方向に乗り継がれるお客さまには、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調整」をします。 

 ◆乗継料金調整のご利用方法 

  ≪ＥＴＣのお客さま≫ 

   ○同一のＥＴＣカードをご利用のうえ、流出ＩＣ及び再流入ＩＣともＥＴＣレーンを通行（無線走行）してください。 

   ○乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用されます。 

    なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

  ≪現金等のお客さま≫ 

   ○流出ＩＣで「高速道路通行止め乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで受け取った「通行券」とともに、乗り継ぎ後の最初に料金を支払う料金所で係員にお渡しくださ

い。 

    なお、料金精算機の場合は、「高速道路通行止め乗継証明書」を「通行券」より先に精算機にお入れください。 

 

 乗継料金調整が行われるＩＣ（流出ＩＣ、再流入ＩＣ）は下記のとおりです。 

 

乗継ＩＣ案内一覧表 

通行止め予定日及び区間 通行止めに伴う乗継料金調整ＩＣ 

実施日時 工事通行止め区間 走行方向 流出ＩＣ 再流入ＩＣ（乗継ＩＣ） 

１０月３０日(月) 

～ 

１１月１日(水) 

 

１１月６日(月) 

～ 

１１月７日(火) 

 

各日 

２０時～翌朝６時 

に実施 

会津坂下ＩＣ 

～ 

会津若松ＩＣ 

上り 

福島方面 

磐越道 磐越道 

西会津、会津坂下 会津若松、磐梯河東、猪苗代磐梯高原 

下り 

新潟方面 

磐越道 磐越道 

磐梯河東、会津若松 会津坂下、西会津、津川 
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